
第５回アンブロカップジュニアユースサッカーフェスティバル in西都 大会要項 

 

１ 趣   旨  本大会は、西都児湯地域を含む中学校世代の技術向上と健全な心身の育成を図ることに合わせて、大会開

催に伴う交流人口拡大により地域活性化を図る“スポーツランドさいと”づくりの推進に資することを目

的とする。 

 

２ 主   催  西都市スポーツランド推進協議会 Ｊリーグ等サッカー協力部会 西都市サッカー協会 

 

３ 主   管  西都市サッカー協会中学委員会 

 

４ 協   賛  デサントジャパン株式会社（ｕｍｂｒｏ） 

 

５ 後   援  西都市 西都市教育委員会 西都市観光協会 

 

６ 期   日  令和６年８月３１日(土)～９月１日(日) ※雨天時の態度決定は前日２０時に行う。 

 

７ 会   場  清水台総合公園多目的広場Ａ・Ｂ・Ｃ面（GoogleMap） 

 

８ 参加チーム数  ２４チーム 

 

９ 参加チーム  （公財）日本サッカー協会第３種に本年度加盟登録済みの、中学２年生以下の選手で構成されるチームと

する。 

 

10 競 技 形 式 （１）大会１日目について 

各パート３チームによるリーグ戦を行い、規定のプレー時間内に勝敗が決しない場合は、引き分けと

する。順位の決定方法は勝点合計の多いチームを上位とし、勝点は以下の通りとする。 

勝ち：３点  引き分け：１点  負け：０点 

なお、勝点合計が同じ場合は、以下の項目の順序で順位を決定する｡ 

① 得失点差：ゴールディファレンス（総得点－総失点） 

② 総得点数 

③ 当該チーム同士の戦績 

④ 警告・退場の数（警告1点、退場2点とし、点数の少ない方を上位とする） 

⑤ 抽選（当該チーム代表者の立ち会いによる） 

（２）大会２日目について 

初日の順位によるトーナメント戦を行う。規定のプレー時間内に勝敗が決しなかった場合は、ペナル

ティキック方式により勝敗を決する。 

 

11 競技会規定  競技規則２０２３／２４による。但し、以下の本大会規定を定める。 

（１）プレー時間は５０分（２５－５－２５）とする。ただし、２日目の各トーナメントの決勝戦は４０分

（２０－５－２０）とする。 

（２）交代の人数に限りはなく、一度退いた競技者も再び出場できる。但し、交代の回数はハーフタイムを

含め４回までとし、交代の手続きは競技規則第３条に則って行う。 

https://maps.app.goo.gl/AErjBC7kmYMqyVr59


（３）本大会において退場を命じられた選手は次の１試合に出場できず、それ以降の処置については大会

本部の協議により決定する。また、本大会中、警告を２回受けた者は、次の１試合に出場できない。 

（４）一切の装身具の着用を禁止し、装身具を覆うテープの使用も不可とする。 

（５）本大会試合球は検定５号球とし、主催者が準備する。 

 

12 ユニフォーム  最新ＪＦＡユニフォーム規定に準じること。ただし、チーム事情によりユニフォームの準備ができない場

合は、主催者と相談の上、ビブス着用を認めることもある。 

 

13 審   判  参加チームの帯同審判とし、副審は所属選手でも可とする。なお、芝保護のため主審および副審のスパイ

クの着用は禁止とする。なお、２日目の各トーナメントの決勝戦は、主審、副審を主催者が手配する。 

 

14 組合せ抽選  同地区での対戦を回避し、主催者により厳正な組合せ抽選を行う。 

 

15 参 加 料  １チーム ８，０００円 ※大会初日に受付にて現金でお支払いください。 

 

16 開 会 式  実施しない。 

         ※ただし、１日目４試合目終了後に集合写真を撮影しますので、Ｃ面にお集りください。 

 

17 表   彰  （１）決勝終了後、表彰式を行う。参加チームは、各トーナメントの決勝戦出場チームとする。 

（２）優勝チームにはアンブロカップ（持ち回り）、賞状、副賞を授与する。 

（３）１位パートの準優勝、３位チーム（２チーム）、２・３位パートの優勝、準優勝チームには賞状、副

賞を授与する。 

（４）全参加チームに参加賞を授与する。 

 

18 申 込 み  右のＱＲコードまたは下記URLよりアクセスし、必要事項をご回答ください。 

         大会懇親会の参加、大会記念ウェアの購入希望もご回答ください。 

         https://forms.gle/RxYYSrZjykz1Egb27 

 

19 そ の 他 

（１）監督会は２日間とも行わない。ただし、各チームの代表者は事前に送付する 

『事前の確認事項』を確認し、チーム内で確実に周知しておくこと。 

（２）参加チームは、必ずスポーツ傷害保険等に加入すること。 

（３）負傷については、各チームの責任で対応するものとする。 

（４）大会要項に規定されていない事項については、主催者が協議し決定する。 

（５）参加チームは、試合会場及びその付帯施設の美化に努め、ゴミ等は各チームで必ず持ち帰ること。 

（６）本大会は、西都市スポーツランド推進協議会Ｊリーグ等サッカー協力部会の主催大会でありますので、遠隔地からの

参加チームにおかれましては、可能な限り本市内にて宿泊をしていただくようお願いいたします。宿泊施設について

は、別紙資料をご確認ください。 

（７）大会時の弁当につきましても、可能な限り市内業者にご注文いただくようお願いいたします。注文は別紙資料をご確

認いただき、各チームで店舗にご連絡ください。 

https://forms.gle/RxYYSrZjykz1Egb27
https://forms.gle/RxYYSrZjykz1Egb27

